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は　じ　め　に

　

　近年、規制緩和や高度情報化、国際化の進展などにより、新たな商品やサービスが提供

されるなど、社会経済は急速かつ大きく変化しています。

　これらの変化により、消費者にとって多種・多様な商品やサービスの選択肢が格段に広

がり、また、インターネットを通じ、これまでの距離や時間を超えて瞬時の取引が可能に

なるなど、消費者の利便性は飛躍的に向上しています。

　しかし、その反面、商品などによる事故や食品表示偽装事件の発生、悪質商法のますま

すの悪質化・巧妙化など、消費者を取巻く環境は大きく変化しており、消費生活分野にお

ける危機管理が大きな課題となっています。

　このような状況の中、国においては、消費者が安全で安心した消費生活の実現をめざし、

消費者行政を一元的に推進するために、消費者庁の創設と併せて「消費者安全法」などの

関連法が制定されました。

　本市においては、これら現状の変化や法制定による大きな消費者政策の転換時において、

市民の安全と安心な消費生活を確保するため、消費生活相談の受付・あっせん機関として

の消費者センターの機能強化、潜在被害者の早期発見体制の強化、消費者の自立支援の強

化を柱とした「安全安心な消費生活実現プラン」を策定しました。

　今後は、本プランに沿って、消費者施策の推進を図ってまいりますので、市民の皆様の

より一層の御支援、御協力をいただくとともに、自らが賢い消費者になるために、積極的

に事業などに関わっていただきますようお願いいたします。

　結びに、本プラン策定にあたり、貴重な御意見をいただきました懇話会の委員各位をは

じめ、貴重な御意見、御協力をいただきました多くの市民の皆様に心から御礼申し上げます。

　　　平成２１年９月

越前市長　奈　良　俊　幸
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第１章　プラン策定の趣旨及び計画期間

１　プラン策定の趣旨
　消費者・生活者重視の社会が実現され、安全で安心できる消費生活を送ることはすべて

の市民の願いです。

　近年、規制緩和や高度情報化、国際化の進展などにより、新しい商品や多様なサービス

が提供されるなど利便性が向上した反面、消費者トラブルも多様化・複雑化しているとと

もに、食品などの安全性に対する不安や消費生活の環境に与える影響の拡大など、消費者

を取り巻く社会経済情勢が大きく変化しています。

こうした消費者を取り巻く状況の変化に対応するため、国においては消費者行政を統一

的・一元的に推進するために、強い権限を持つ「消費者庁」が発足することになりました。

また、地方においては、消費者行政の充実強化が求められています。

　このため、本市においては昨年度、緊急性の高い消費者の自立支援や潜在被害者の早期

発見などの事業に着手しました。

　本年度は、消費者の自立支援や潜在被害者の早期発見体制の強化と併せて、消費者セン

ターの相談窓口の機能強化など、実践的な消費者施策に取り組むため「越前市安全安心な

消費生活実現プラン（以下「プラン」という。）」を策定します。

　併せて、国の地方消費者行政活性化交付金を活用する中で、プランに示された各種施策

を着実に推進し、消費者たる市民が安心して安全に暮らせるよう努めます。

２　計画期間
　平成２１年度から平成２３年度までの３年間を計画期間とします。

　ただし、社会経済情勢が急速に変化している現代においては、消費者を取り巻く環境の

変化により消費者施策の変動も想定されます。本プランは必要に応じて見直します。
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第２章　越前市の消費者を取り巻く現状と課題

１ 消費生活相談の現状
（１）相談件数の推移

　毎年、1,000件を超える相談がある中で、平成20年度の相談件数は1,135件と、昨年度

と比較して20件（約1.8％）増加しました。

　これは、近年、全国的にハガキや電話などによる「不当・架空請求」の減少傾向に伴

い、本市においても「不当・架空請求」は減少しているものの、それ以外の消費者トラ

ブルや悪質商法の増加によるものです。

（単位：件）

年　　度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

件　　数 １，３１６ １，１５７ １，１１５ １，１３５
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（２）年齢別相談件数及び平均年齢の推移

（単位：件）

項　　目 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
２０歳未満 ３５ ３２ ２５ ２３ 
２０ 歳 代 １９７ １６０ １５０ １１７ 
３０ 歳 代 ２２０ １８９ ２１８ １５０ 
４０ 歳 代 ２１０ １３２ １７４ １９７ 
５０ 歳 代 １７４ １７７ １９９ １６９ 
６０ 歳 代 ２２６ １２７ １２８ １９３ 
７０歳以上 １５８ ２３４ １７０ ２２８ 
不　　明 ９６ １０６ ５１ ５８ 
合　　計 １,３１６ １,１５７ １,１１５ １,１３５ 

相談者の平均年齢（歳） ４７ ４８ ５０ ５２ 

　平成20年度の年齢別相談件数は、「70歳以上」が最も多く、次いで「40歳代」、「60歳代」

と続いています。昨年度と比較して、相談件数が増加した年齢層は「60歳代」が最も多

く、次いで「70歳以上」となっています。

　これは、悪質商法などの被害に気づいていない高齢者の潜在被害者の早期発見のため

に、平成20年度に実施した、地域包括支援センター（注）が構築する地域見守りネット

ワーク（参考：連絡体制図P23）との連携によることが一因と推測されます。

　また、相談者の平均年齢においても年々上昇し、平成20年度は52歳となっています。
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（３）販売方法別相談件数及び平均契約金額の推移

（単位：件）

項　　　　目 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 主な事例
相 談 件 数 総 数 1,316 1,157 1,115 1,135 

特
殊
販
売

訪 問 販 売 120 153 115 123 訪問販売・SF商法（注）など
通 信 販 売 706 481 457 382 架空・不当請求など
マルチ（注）・まがい 23 25 28 37 サイドビジネスなど
電 話 勧 誘 販 売 97 86 89 87 振り込め詐欺など
ネガティブオプション 7 5 3 3 送りつけ商法
その他無店舗販売 29 23 15 20 展示会商法など

小 計 982 773 707 652 
店　舗　購　入 250 295 291 365 店舗購入・サラ金など
そ の 他 ・ 不 明 84 89 117 118 
平均契約金額（千円） 691 936 1,222 968 

います。

　しかし、「通信販売」以外の販売では「マルチ・まがい」は、毎年、確実に増加して

いる一方、平成19年度までは、減少傾向を示していた「訪問販売」「その他無店舗販売」

は、平成20年度は増加に転じています。

　また、平均契約金額においては、初めて1,000千円を超えた昨年度と比較して、平成

20年度は968千円となり、再び1,000千円を下回りました。

　しかし、契約金額の高額化、深刻化は引き続き進行しています。
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　平成20年度の相談件数を販売方法別でみ

ると、特殊販売が全体の約60％を占めてい

ます。この特殊販売は、年々「通信販売」

の減少に伴い、件数・割合ともに減少して
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（４）多重債務に関する相談件数の推移

　現在、消費者金融の利用者は、全国に

1,126万人で、そのうち118万人（平成20年3

月現在　金融庁）が、多重債務（注）状態に

あるといわれています。単純に全国の人口と

本市の人口の比率から算出すると、本市には

約800人の多重債務者がいると推測されます。

　近年の相談件数の減少を踏まえ、多数の多

重債務者が、どこにも相談できないまま生活

に行き詰まることを防ぐため、平成20年度は、

多重債務者支援庁内連絡会（参考：連絡体制

図P24）を設立し、多重債務者の早期発見と、

本市で初めて弁護士・司法書士会の協力のもと「多重債務者休日無料相談会」を実施し

ました。

　こうした状況を反映してか、平成20年度の相談件数は131件と、昨年度と比較して47

件（約56％）増加しました。

（単位：件）

項　　目 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
件　　数 ９５ ９５ ８４ １３１
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２　消費生活相談から見る課題
（１）複雑・多様化、深刻化する消費者トラブルの増加

　近年、消費者センターに寄せられる相談内容は、かつての商品の価格や品質、容量な

どにかかわる比較的単純なものから、インターネットによる新たな取引やサービス・商

品が多様化するのに伴い複雑・高度化しています。

　また、悪質商法や詐欺的商法による働きかけは、ますます悪質・巧妙化し、被害内容

も深刻化しています。

　このため、相談・あっせん（注）処理に幅広い専門的・技術的な知識を必要とするこ

とから、相談員の資質の向上を始め、法律・建築など専門家の活用や消費者行政関係機

関との連携による相談体制の強化が必要です。

（２）潜在多重債務者・高齢被害者などの早期発見

　多重債務者は「自己責任」「恥ずかしい」などの自責の念から、潜在化する傾向が強く、

どこにも相談できないまま、生活に行き詰るおそれがあります。

　また、高齢被害者なども、「恥ずかしい」「迷惑をかけたくない」などの自責の念や被

害者意識が薄い場合が多いことから、潜在化する傾向が強く、救済が困難となる事例が

少なくありません。

　このため、これらの方々と接する機会が多い関係機関や、地域包括支援センターが構

築する地域見守りネットワークなどとの連携を強化し、早期発見と救済が必要です。

（３）消費者の自立意識の啓発

　近年、高度情報化や規制緩和、国際化などの進展により、さまざまな商品や情報があ

ふれる中で、消費者一人ひとりが、くらしに関する考える力・選ぶ力を身につけ、適切

な消費行動をとるためには、消費者に対して絶えず幅広い情報の提供と学習・啓発が必

要です。

　特に、社会経験が少ない未成年者をはじめとする若者や、昼間家にいることが多く時

間的にも余裕がある高齢者は、悪質商法のトラブルに巻き込まれやすいため、これらの

方々を対象に重点的な学習・啓発を行うことが必要です。

　また、これらの取組みは、市民の主体的な参加による連携と協働が必要です。
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第３章　施策の基本方針

　「消費生活相談の現状」と「課題」を踏まえ、消費生活の安全と安心を確保するため、

次に掲げる３項目を施策の基本方針として、今まで以上に消費者の立場に立った施策を推

進します。

　１　消費者センターの相談・あっせん機能の強化

　２　潜在被害者の早期発見体制の強化

　３　消費者の自立支援の強化

（イメージ）�

潜
在
被
害
者
の
早
期
発
見
体
制
の
強
化

消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
相
談
・

　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
せ
ん
機
能
の
強
化

・・・市民の安全安心な消費生活実現のために・・・

市　民 協　働 行　政

市民の主体的な参加

消
費
者
の
自
立
支
援
の
強
化



－ 8 － － 5 －

施策の基本方針 施策の具体的展開 実　　施　　事　　業

市
民
の
安
全
安
心
な
消
費
生
活
実
現
の
た
め
に

６　消費者啓発のでき
　　人材の育成

３　青少年への重点的
　　な消費者学習・啓発

４　高齢者への重点的
　　な消費者学習・啓発

５　消費生活情報の提
　　供

２　食品表示・安全機能
　　の消費者学習・啓発

１　消費者出前講座の
　　実施

３　消費者の自立支援
　　の強化

２　高齢者などへの対
　　応

１　多重債務者への対
　　応

２　潜在被害者の早期
　　発見体制の強化

２　国・県など他機関
　　との連携

１　相談・あっせん体
　　制の整備

１　消費者センターの
　　相談・あっせん機
　　能の強化

７　消費者グループと
　　の連携と協働

●国民生活センター巡回相談員の活用
●相談員の資質の向上（専門研修会への参加）
●プラン事業の推進体制の充実
●消費者センター相談室の増設・改修
●消費生活相談情報機器及び消費者啓発用機器など
　の整備

○消費者行政関係機関が発表する情報の有効活用
○ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の有効活用
●南越・丹生地区消費者行政情報ネットワークの構築

○相談窓口、債務整理などに関する啓発
○相談会の実施（多重債務者休日無料相談会）

○地域包括支援センターが構築する地域見守りネット
　ワークとの連携
●在宅福祉サービス事業者などへの啓発活動の実施

○消費者出前講座の周知及び実施

○福井県消費生活センターとの連携
　（「福井県講師養成講座」終了講師の活用）

●食品に関する市民向け消費者講演会の開催
　（仁愛大学などとの連携）

○小中学校への消費者出前講座の実施
　（福井県金融広報委員会との連携）
●大学新入生を対象とした「若年消費者セミナー」
　の実施（仁愛大学との連携）
○職域での社員教育を通した消費者出前講座の実施
　（福井県金融広報委員会との連携） 

○老人クラブなどへの「高齢者安全・安心出前講座」
　の実施
●高齢者宅への「安全・安心家庭訪問活動」の実施

○市ホームページ「消費者センター」による情報の
　提供
○「市消費者センター」の広報・周知
○市広報紙「越前市」による情報の提供
○丹南ケーブルテレビ、丹南ＦＭ放送などによる情
　報の提供
○消費者啓発用パンフレットなどの作成
●「（仮称）緊急速報かわら版」の発行や緊急メール
　の配信

●「消費者サポーター」の養成・設置
●「消費者サポーター」の活用を広報

○消費者グループへの学習支援、情報提供
○消費者出前講座におけるパネルシアターの支援
●消費者グループ学習活動室の改修

（●は新規事業）

○福井県金融広報委員会との連携
　（金融広報アドバイザーの活用）

○食品安全の基礎知識に関する消費者出前講座の周
　知及び実施 （北陸農政局などとの連携）

○関係機関との連携（他機関連携、庁内機関連携「多
　重債務者支援庁内連絡会」）

●相談員への専門アドバイザーの設置
　（弁護士・建築士など）

越前市安全安心な消費生活実現プラン　体系図
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第４章　施策の具体的展開

１　消費者センターの相談・あっせん機能の強化
（１）相談・あっせん体制の整備

　消費者に最も身近な最前線の消費者センターとして、市民から寄せられる様々な消費

生活相談に対し、きめこまかく対応することができるよう、相談・あっせん機能の一層

の充実と強化を図り、消費者トラブルの迅速な解決を図ります。

　消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、弁護士・建築士など専門家による相

談員への専門アドバイザーを設置します。

　また、相談員の資質向上のため、国民生活センター（注）の巡回相談員の技術的な支

援を受けるとともに、相談員を県などが実施する研修会へ派遣し、研鑽に努めます。

　なお、プランに掲げた消費者サポーターの養成や消費者トラブル見守りガイドブック

の作成など、新たな業務を円滑に推進するため人的体制を充実します。

（実施事業）

○相談員への専門アドバイザーの設置（弁護士・建築士など）
○国民生活センター巡回相談員の活用
○相談員の資質の向上（専門研修会への参加）
○プラン事業の推進体制の充実
○消費者センター相談室の増設・改修
○消費生活相談情報機器及び消費者啓発用機器などの整備

（２）国・県など他機関との連携

　国や国民生活センター、県、警察など消費者行政関係機関の発表する情報やＰＩＯ－

ＮＥＴ（注）情報を積極的に活用し、相談に対し現状に即した効果的な対応を図ります。

　また、近隣自治体と消費者行政情報ネットワークを構築し、事例検討会などによる相

談対応力の向上をはかるとともに、悪質商法トラブルや商品事故などが発生した場合に

は、迅速な情報交換と早期対応を図り、被害の拡大を防止します。

（実施事業）

○消費者行政関係機関が発表する情報の有効活用
○ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の有効活用
○南越・丹生地区消費者行政情報ネットワーク（注）の構築
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２　潜在被害者の早期発見体制の強化
（１）多重債務者への対応

　一人で悩んでいる多重債務者に、様々な媒体を使って相談窓口の存在や、債務整理の

方法などの情報提供を行うとともに、「多重債務者支援庁内連絡会」などと連携を強化し、

早期発見を図ります。

　また、本市での「多重債務者休日無料相談会」を弁護士会や司法書士会の協力のもと

継続します。

（実施事業）

○相談窓口、債務整理などに関する啓発
○相談会の実施（多重債務者休日無料相談会）
○関係機関との連携（他機関連携、庁内機関連携「多重債務者支援庁内連絡会」）

（２）高齢者などへの対応

　高齢者などの潜在被害者を見逃さないために、地域包括支援センターが構築する地域

見守りネットワークと連携を強化し、早期発見を図ります。

　また、日頃、ホームヘルパーや訪問看護師など直接高齢者などの身近で生活を支えて

いる人々に、消費者トラブル見守りガイドブックによる効果的な情報の提供や啓発活動

を実施します。

（実施事業）

○地域包括支援センターが構築する地域見守りネットワークとの連携
○在宅福祉サービス事業者などへの啓発活動の実施

３　消費者の自立支援の強化
（１）消費者出前講座の実施

　消費者トラブルを未然に防止するために、学校、事業所、地域、公民館、団体などに

消費者出前講座の開催を積極的に呼びかけます。

　また、実施に当たっては、知識や経験、年齢など受講者の特性に配慮した、テーマや

講師などを選定し、効果的な内容に努めます。

（実施事業）

○消費者出前講座の周知及び実施
○福井県金融広報委員会（注）との連携（金融広報アドバイザーの活用）
○福井県消費生活センターとの連携（「福井県講師養成講座」終了講師の活用）
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（２）食品表示・安全機能の消費者学習・啓発

　食品に関する様々な情報が身近にあふれている中で、消費者が自らの判断で適切に商

品を選択できるよう、食品表示や食品添加物の見方など食品安全の基礎知識について、

正確でわかりやすい市民向け消費者講演会を開催するとともに、団体や公民館などに消

費者出前講座の開催を呼びかけます。

（実施事業）

○食品に関する市民向け消費者講演会の開催（仁愛大学などとの連携）
○食品安全の基礎知識に関する消費者出前講座の周知及び実施
　　（北陸農政局などとの連携）

（３）青少年への重点的な消費者学習・啓発

　子どもの頃から、正しい消費生活に関する基礎知識の習得に努めることは、社会に出

たときの消費者トラブル防止のために極めて重要です。

　このため、青少年に対しては、学校教育や職域での社員教育の場を通した消費者教育

の支援に努め、消費生活に関する理解を深めるとともに、意識の高揚を図ります。

（実施事業）

○小中学校への消費者出前講座の実施（福井県金融広報委員会との連携）
○大学新入生を対象とした「若年消費者セミナー」の実施（仁愛大学との連携）
○職域での社員教育を通した消費者出前講座の実施
　　（福井県金融広報委員会との連携）

（４）高齢者への重点的な消費者学習・啓発

　昼間家にいることが多い高齢者からの訪問販売についての相談は、訪問販売の相談全

体の約60％を占めています。

　また、不当・架空請求や電話勧誘販売の相談についても、高齢者の占める割合が上昇

傾向にあります。

　このため老人クラブの集会などの機会を活用した啓発活動や、人に会う機会や情報を

得る機会が少ない高齢者に対しては、地域包括支援センターと連携して、相談員の家庭

訪問活動を実施します。

（実施事業）

○老人クラブなどへの「高齢者安全・安心出前講座」の実施
○高齢者宅への「安全・安心家庭訪問活動」の実施
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（５）消費生活情報の提供

　消費生活相談の内容は、年々複雑・多様化していますが、その中には、消費者契約に

関する知識があれば被害を回避できるものも多くあります。

　このため、パンフレットやホームページ、広報紙などを活用し、様々な悪質商法の事

例やクーリング・オフなどの対処法を紹介して被害の未然防止を図ります。

　特に、新手の悪質商法や消費生活相談の多発事例、重大な消費者事故などが発生した

場合は、緊急に情報提供を行ない、被害の拡大防止を図ります。

（実施事業）

○市ホームページ「消費者センター」による情報の提供
○市消費者センターの広報・周知
○市広報紙「越前市」による情報の提供
○丹南ケーブルテレビ、丹南ＦＭ放送などによる情報の提供
○消費者啓発用パンフレットなどの作成
○「（仮称）緊急速報かわら版」の発行や緊急メールの配信

（６）消費者啓発のできる人材の育成

　市民に最も身近な賢い消費者リーダーとして、各地域において啓発活動や簡単な相談

ができる「消費者サポーター」を養成・設置します。

　また、この「消費者サポーター」を市民に積極的に活用していただくために、業務内

容などを広報します。

（実施事業）

○「消費者サポーター」の養成・設置
○「消費者サポーター」の活用を広報

（７）消費者グループとの連携と協働

　消費者が、消費生活の安定や向上を図るために組織する消費者グループの自主的・主

体的な活動に対して、学習支援や情報提供に努めます。

　また、消費者トラブルの未然防止に向けて、消費者への出前講座や街頭啓発活動など

を消費者グループと協働して実施します。

（実施事業）

○消費者グループへの学習支援、情報提供
○消費者出前講座におけるパネルシアターの支援
○消費者グループ学習活動室の改修
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越前市安全安心な消費生活実現プラン プログラム

（事業名○は新規事業）
（実施年度◎は交付金活用を予定する事業）
（実施年度○は事業有り） 
（実施年度－は事業なし）

１　消費者センターの相談・あっせん機能の強化
　（1）相談・あっせん体制の整備

事　業　名 事　　業　　概　　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

相談員への専門アドバイザー
の設置（弁護士・建築士など）

多重債務問題、住宅リフォーム問題など、複雑・高度な相談
に対応できるよう弁護士・建築士などの専門家を活用 ◎ ◎ ◎

国民生活センター巡回相談員
の活用

消費者相談の技術指導と適切な対処法など、相談業務の円滑
な処理のため巡回相談員を活用 ○ ○ ○

相談員の資質の向上
（専門研修会への参加）

消費者の直面する新しいトラブルの対処方法や消費者関連法
の改正などについて、新しい知識を取得し、相談対応に生か
すために相談員を県や国民生活センターの研修会に派遣

◎ ◎ ◎

プラン事業の推進体制の充実 今後 3ヵ年のプランの事業推進のための非常勤嘱託職員を雇
用 ◎ ◎ ◎

消費者センター相談室の増
設・改修

市民から寄せられる様々な消費生活相談にきめこまかく対応
するため、相談室の増設・改修 ◎ － －

消費生活相談情報機器及び消
費者啓発用機器などの整備

情報収集発信に関する相談員用パソコン、消費者啓発用機器、
商品テスト一時保管用保冷庫、電話相談時用ヘッドホーンセ
ットなど機器の整備

◎ ◎ ◎

新

　（2）国・県など他機関との連携

事　業　名 事　　業　　概　　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
○消費者行政関係機関が発表す
る情報の有効活用

国・県・国民生活センターなどの消費者行政関係機関が発表
する情報を積極的に活用し、現状に即した効果的な消費者相
談に活用

○ ○ ○

○ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の有効活
用

全国の消費生活相談情報が蓄積されるＰＩＯ－ＮＥＴ情報を
積極的に活用し、現状に即した効果的な消費者相談に活用 ○ ○ ○

南越・丹生地区消費者行政情
報ネットワークの構築

事例検討会などによる相談対応力の向上と、悪質商法トラブ
ルなどが発生した場合、消費者被害の迅速な情報交換と早期
対応を図り、被害の拡大を防止

－ ○ ○

２　潜在被害者の早期発見体制の強化
　（1） 多重債務者への対応

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

○相談窓口、債務整理などに関
する啓発

一人で悩んでいる多重債務者に、様々な媒体を使って相談窓
口の存在や、債務整理の方法などの情報を提供 ○ ○ ○

○相談会の実施（多重債務者休
日無料相談会）

県弁護士会・県司法書士会と連携し、「多重債務者休日無料
相談会」を実施 ○ ○ ○

○関係機関との連携（他機関連
携、庁内機関連携「多重債務
者支援庁内連絡会」）

多重債務者が関係する機関が連携し、一人でも多くの多重債
務者の早期発見を図る ○ ○ ○

新

新

新

新

新

新

新
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　（2）高齢者などへの対応

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
○地域包括支援センターが構築
する地域見守りネットワーク
との連携

日常的に高齢者の生活と密接な関わりを持つ、地域包括支援
センターが構築する地域見守りネットワークとの連携を強化
し、潜在被害者の早期発見を図る

○ ○ ○

在宅福祉サービス事業者など
への啓発活動の実施

潜在被害者の早期発見のための消費者トラブル見守りガイド
ブックの作成と啓発活動 － ◎ －

　（1） 消費者出前講座の実施

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

○消費者出前講座の周知及び実
施

学校、地域、事業所、公民館、団体などの依頼に応じて、講師
が出向き、消費者トラブル未然防止に関する啓発活動を実施 ○ ○ ○

○福井県金融広報委員会との連
携（金融広報アドバイザーの
活用）

受講者の知識や経験、年齢などの特性に配慮して、より効果
的な講座となるよう金融アドバイザーなどの講師を選定 ○ ○ ○

○福井県消費生活センターとの
連携（「福井県講師養成講座」
終了講師の活用）

受講者の知識や経験、年齢などの特性に配慮して、より効果
的な講座となるよう講師を選定 ○ ○ ○

３　消費者の自立支援の強化

　（2） 食品表示・安全機能の消費者学習・啓発

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
食品に関する市民向け消費者
講演会の開催（仁愛大学など
との連携）

仁愛大学「健康栄養学科」などと連携して、栄養や食生活の
安全などに関する消費者講演会を開催 ◎ ◎ ◎

○食品安全の基礎知識に関する
消費者出前講座の周知及び実
施（北陸農政局などとの連携）

公民館や団体などの依頼に応じて、講師が出向き、生活に身
近な食品表示や食品添加物などに関する啓発活動を実施 ○ ○ ○

　（3）青少年への重点的な消費者学習・啓発

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
○小中学校への消費者出前講座
の実施（福井県金融広報委員
会との連携）

消費生活に関する様々なトラブルの未然防止を図るため、小
中学校の依頼に応じて、講師が出向き消費生活に関する啓発
活動を実施

○ ○ ○

　大学新入生を対象とした「若
年消費者セミナー」の実施
　（仁愛大学との連携）

新入生のオリエンテーションの場を活用し、消費者トラブル
の未然防止を図るため「若年消費者セミナー」を実施 ○ ○ ○

○職域での社員教育を通した消
費者出前講座の実施（福井県
金融広報委員会との連携）

消費生活に関する様々なトラブルの未然防止を図るため、会
社などの依頼に応じて、講師が出向き、消費生活に関する啓
発活動を実施

○ ○ ○

新

新

新
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　（4）高齢者への重点的な消費者学習・啓発

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
○老人クラブなどへの「高齢者
安全・安心出前講座」の実施

消費生活に関する様々なトラブルの未然防止を図るため、老
人クラブなどの依頼に応じて講師が出向き、消費生活に関す
る啓発活動を実施

○ ○ ○

　高齢者宅への「安全・安心家
庭訪問活動」の実施

地域包括支援センターと連携し、相談員が高齢者宅を訪問し、
啓発活動を実施 ○ ○ ○

　（5）消費生活情報の提供

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

○市ホームページ「消費者セン
ター」による情報の提供

悪質商法や製品・食品の安全に関する情報などをホームペー
ジで紹介し、被害の未然防止を図る ○ ○ ○

○市消費者センターの広報・周
知

パンフレットや消費者出前講座などを活用し、市消費者セン
ターの存在及び役割を市民に周知 ◎ ◎ ◎

○市広報紙「越前市」による情
報の提供

悪質商法や製品・食品の安全に関する情報などを、広報紙で
紹介し、被害の未然防止を図る ○ ○ ○

○丹南ケーブルテレビ・丹南Ｆ
Ｍ放送などによる情報の提供

様々な悪質商法の事例やクーリング・オフなどの対処法をテ
レビなどで紹介し、被害の未然防止を図る ○ ○ ○

○消費者啓発用パンフレットな
どの作成

様々な悪質商法の事例やクーリング・オフなどの対処法を紹
介するパンフレットなどを作成 ◎ ◎ ◎

　「（仮称）緊急速報かわら版」
の発行や緊急メールの配信

悪質商法などに関する情報を、市民に迅速に提供する必要が
ある場合に、「（仮称）緊急速報かわら版」の発行や緊急メー
ルを配信

◎ ◎ ◎

　（6）消費者啓発のできる人材の育成

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

「消費者サポーター」の養成・
設置

各地域において、啓発や簡単な相談に対応できる「消費者サ
ポーター」の養成と設置 － ◎ ◎

「消費者サポーター」の活用
を広報

消費者サポーターを、市民に積極的に活用していただくため、
その業務内容などを広報 － ○ ○

　（7）消費者グループとの連携と協働

事　業　名 事　業　概　要
実施年度

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

○消費者グループへの学習支
援、情報提供

消費者グループの自主的、主体的な活動に対し、学習支援や
情報提供を実施 ○ ○ ○

○消費者出前講座におけるパネ
ルシアターの支援

消費者トラブルの未然防止に向けて、受講者にわかりやすい
消費者講座のためのパネルシアターに対する支援 ◎ ◎ ◎

　消費者グループ学習活動室の
改修

消費者センター内の、消費者グループの学習や活動の拠点と
なる活動室の改修 ◎ － －

新

新

新

新

新
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資 料
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●越前市安全安心な消費生活実現プラン策定懇話会委員名簿

役職 所属団体名 氏　　名 構　成

１ 会　長
福井弁護士会
消費者問題対策委員会委員長

山　本　晋太郎
学識経験者

２ 副会長 仁愛大学　人間学部心理学科 山　本　雅　代

３ 委　員 消費者グループ連絡協議会 玉　村　幸　枝
消費者団体

４ 委　員 消費者グループ連絡協議会 中　野　多嘉恵

５ 委　員 民生委員児童委員協議会連合会 國　久　　　 貢
市民団体

６ 委　員 老人クラブ連合会 坂　野　良　治

７ 委　員 村　田　八重子 公　　募

（敬称略）
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●越前市安全安心な消費生活実現プラン策定懇話会設置要綱

（設　置）

第１条　地方消費者行政活性化基金を活用した、本市の消費者の安全で安心な消費生活を

実現するプラン（以下「プラン」という。）を策定するにあたり、広く市民の意見を聴

取することを目的として、「越前市安全安心な消費生活実現プラン策定懇話会」（以下「懇

話会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　懇話会は、越前市の消費者を取り巻く現状と課題を把握するとともに、プランの

内容について検討する。

（組　織）

第３条　懇話会は、委員７名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

　（1）学識経験を有する者

　（2）消費者団体を代表する者

　（3）市民団体等を代表する者

　（4）公募による市民

　（5）その他市長が必要と認めた者

（任　期）

第４条　委員の任期は、第１回懇話会開催の日から、第２条の規定による所掌事務が終了

する日までとする。ただし、委員が任期の途中において欠けた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

（会　長）

第５条　懇話会には、委員の互選により会長を置く。

２　会長は、懇話会を総括し、懇談会を代表する。

３　会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

（会　議）

第６条　懇話会の会議は、会長が招集し、議長となる。

２　会長は、必要に応じて委員以外の者を懇話会に出席させ、意見または説明を求めるこ

とができる。

（ワーキンググループの設置）

第７条　懇話会に、その所掌事務を分掌させるため「越前市安全安心な消費生活実現プラ

ン策定ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）を置く。

２　ワーキンググループは、第２条に掲げる検討事項について、現状と課題を整理すると

ともに、プランの原案について協議検討し、その結果を懇話会に報告する。
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３　ワーキンググループは、別表に掲げる課の職員をもって構成する。

４　ワーキンググループのグループ長は、市民生活部市民課職員をもって充てる。

５　ワーキンググループの目的を達成するために、新たにグループ員を必要とする場合は、

別表に掲げる課以外の職員をもって充てることができる。

（庶　務）

第８条　懇話会及びワーキンググループの庶務は、市民生活部市民課消費者行政推進室に

おいて処理する。

（その他）

第９条　この要綱に定めるもののほか、懇話会及びワーキンググループの運営に関し、必

要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

　　附　則

　この要綱は、平成２１年 ３ 月 １ 日から施行する。

　　附　則

　この要綱は、平成２１年 ４ 月 １ 日から施行する。

別表（第７条）

関　　係　　課 関　　係　　課

福祉保健部社会福祉課 産 業 環 境 部 農 政 課

福祉保健部長寿福祉課 市 民 生 活 部 市 民 課

福祉保健部健康増進課 教育委員会生涯学習課
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開　　催　　日 会　　　議 協　議　事　項

平成２１年３月１８日 第１回ワーキンググループ ・消費者を取巻く現状と課題の把握
・今後のスケジュールについて協議
・プランの方向性及び骨子について協議

５月　１日 第２回ワーキンググループ ・プラン（素案）について協議

５月１３日 第１回策定懇話会 ・消費者を取巻く現状と課題の把握
・今後のスケジュールについて検討
・プランの方向性及び骨子について検討

５月１９日 第３回ワーキンググループ ・プラン（素案）について協議

５月２５日 第２回策定懇話会 ・プラン（素案）について検討

５月２６日 第４回ワーキンググループ ・プラン（素案）について協議
・パブリックコメントについて協議

６月　８日
～３０日

パブリックコメント 越前市ホームページ、市民課、消費者セ
ンター、今立総合支所、各地区公民館、
中央図書館で素案を公開

７月　８日 第５回ワーキンググループ ・パブリックコメントの意見及び回答
（案）について協議
・プラン（素案）について協議

７月１０日 第３回策定懇話会 ・パブリックコメントの意見について報告
・プラン（素案）について検討

８月　５日 第６回ワーキンググループ ・プラン（素案）について協議

８月　７日 第４回策定懇話会 ・プラン（素案）全体の最終確認及び報
告書の取りまとめ

８月　７日 ・プラン（案）を市長に報告

●越前市安全安心な消費生活実現プラン策定の経緯
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●消費者出前講座開催状況

年　度
回　数
（回）

受講者数
（人）

パネルシアター
出演数（回）

開催団体数
（団体）

Ｈ１８ ２９ ７３５ ２７

高齢者クラブ　（１３）
社会福祉協議会　（９）
公民館　　　　　（６）
町内会　　　　　（１）など

Ｈ１９ ４５ １，４４７ ３８

高齢者クラブ　（２４）
社会福祉協議会　（７）
公民館　　　　　（３）
町内会　　　　　（３）
女性サークル　　（５）
NPO法人　　　　（２）
事業所　　　　　（１）など

Ｈ２０ ５１ １，５５０ ４１

高齢者クラブ　（２６）
社会福祉協議会（１０）
公民館　　　　　（５）
町内会　　　　　（３）
女性サークル　　（３）
事業所　　　　　（２）
中学校　　　　　（１）
大学　　　　　　（１）など

　近年、社会経済情勢が大きく変化する中で、消費者出前講座のニーズが高まり、申し込

み回数や受講者が増加しています。最近は、町内会など地域での取り組みを始め、大学や

事業所などで若者を対象にした消費者出前講座も増加しています。

　また、消費者グループによるパネルシアターは、高齢者に悪質商法の手口や対策につい

て、実演のたびに分かりやすいと喜ばれており、今では、消費者出前講座にはなくてはな

らない存在となっています。
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●身近な人々による高齢者などの潜在被害者発見の仕組み

　◆地域見守りネットワークとの連携体制

　◆潜在被害者の発見・通報から解決までの流れ
①　ネットワークの方が訪問先・巡回先で相談・被害発見・被害予見
②　消費者センターへ相談の勧め
③　消費者センターへの相談・通報
④　消費者センターが被害者の状況調査（必要により実態調査・現地調査）
⑤　解決困難事件については、専門家に相談・アドバイス
⑥　消費者センターが業者と交渉
⑦　その結果、和解の場合は終了（被害者に通知・通報者に概要報告）
⑧　解決しない場合は、国や県に通知

⑧
通
知

⑥
交
渉 

④
意
思
確
認
・
調
査 

支
援 

ケ
ア
会
議

③
通
報 

助
言 

出
前
講
座
・
地
域
の
被
害
情
報

③
相
談

地域包括支援センター・関係課 

 
地域見守りネットワーク 

社協職員
 

保健師
  訪問

看護師 

民生委員
 ケアマネ

ージャー

 ホーム
ヘルパー

 消費者
グループ

警 察
  老人

クラブ 

国・県・国民生活センター

①見守り 
 被害発見 

⑦
和
解

連
携

②相談の
勧め 

契約 

相
談

ア
ド
バ
イ
ス 

消費者センター 

 専門アドバイザー

⑤

 
高齢者など 

 
業者 

（弁護士・建築士など）

連
絡
会
議
な
ど
で
の
被
害
情
報
の
提
供
と
共
有
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●多重債務者支援庁内連絡会

Ｈ２０．４．１設置

　庁内関係各課が連携して、積極的に多重債務者の掘り起し（発見）に努め、債務整理を

支援することにより多重債務状態を解消し、生活再建を進め市民生活の安心を確保する。

　庁内の福祉担当課や徴収担当課等の窓口において、積極的に多重債務者の掘り起し（発

見）に努め、多重債務者の存在を把握した場合は、消費者センターの相談窓口に円滑に誘

導・連絡できるよう庁内の連絡体制を整備する。

徴収担当課
納税課 市税・介護保険料等
児童福祉課 保育料
建築住宅課 市営住宅使用料
料金課 水道・下水道料

目　　的

趣　　旨

関係各課

体 系 図

福祉担当課
市民課 消費者センター
社会福祉課 障害者福祉・生活保護等
長寿福祉課 高齢者福祉等
児童福祉課 児童福祉等
健康増進課 自殺相談等
男女共同参画室 家庭問題・ＤＶ等

①多重債務者の発見・消費
　者センターへの取次ぎ ③相談・あっせん

②情報交換

④結果報告

多重債務に
困窮する市民

庁内関係各課 消費者センター
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●消費者行政をめぐる国・県・市の経緯

年・月 内　　　　　　　　容

Ｓ４３．１５

Ｓ４４．１０
Ｓ４５．１０
Ｓ５５．１３

Ｓ５８．１２
Ｈ１６．１６

Ｈ１７．１４

Ｈ１２．１６
～

Ｈ１７．１１

「消費者保護基本法」制定
　高度経済成長期において顕在化した消費者問題に対応するため、消費者保護
を目的として制定

「福井県消費生活センター（旧　生活科学センター）」開設
「国民生活センター」設立
「福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例」制定
　消費者保護を目的として制定

「越前市（旧　武生市）消費者センター」開設
「消費者基本法」改訂
　社会状況の変化等に対応し、消費者がより自立するための支援を目的として、
旧「消費者保護基本法」を改訂

「福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例」改訂
　消費者がより自立するための支援を目的として改訂　

食品不正表示事件相次ぐ
　雪印集団食中毒事件発生以降、食品表示に関する偽装、不正、改ざん事件が
相次ぐ

耐震偽装事件発覚
　地震等に対する安全性の計算を記した構造計算書の偽装が発覚

Ｈ１９．１１

Ｈ２０．１１

Ｈ２０．１２
Ｈ２０．１４

Ｈ２０．１６

Ｈ２０．１６

Ｈ２０．１９

Ｈ２１．１１
Ｈ２１．１５
Ｈ２１．１８

国民生活審議会総会において福田首相発言
　耐震偽装問題、食品不正表示など国民生活に大きな不安を感じさせる事件が
数多く発生していることから、来年春を目途に、国民生活の基本分野で法律、
制度などが、国民生活の安全と安心を確保するために、消費者・生活者の視点
から十分なものになっているか、幅広く行政のあり方の総点検について審議の
要請

第１６９回国会において福田首相施政方針演説
　「消費者、生活者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と位置付け、あ
らゆる制度を見直していきます。現在、進めている法律や制度の「国民目線の
総点検」に加え、各省庁の縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に
推進するための、強い権限を持つ新組織を発足させます。

「消費者行政推進会議」設置を閣議決定
「国民生活審議会」意見書提出
　「消費者・生活者を主役とした行政の転換に向けて（意見）」

「消費者行政推進会議」取りまとめ
　「消費者・生活者の視点に立つ行政への転換」を発表

「消費者行政推進基本計画」閣議決定
　「消費者・生活者の視点に立つ行政への転換」

第１７０回国会に消費者庁関連３法案を提出
　消費者庁設置法・消費者庁設置に伴う関連法律の整備に関する法律・消費者
安全法

平成２０年度第２次補正予算成立
第１７１回国会で消費者庁関連３法案が成立
「越前市安全安心な消費生活実現プラン（案）」懇話会報告書提出
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●消費者基本法

消費者保護基本法（公布時）
消費者基本法（平成16年法律第70号で改題）
公布：昭和43年05月30日法律第78号
施行：昭和43年05月30日
改正：昭和58年12月02日法律第78号
施行：昭和59年07月01日
改正：平成11年07月16日法律第102号
施行：平成13年01月06日
改正：平成16年06月02日法律第70号
施行：平成16年06月02日

目次
第１章　総則（第１条～第10条）
第２章　基本的施策（第11条～第23条）
第３章　行政機関等（第24条～第26条）
第４章　消費者政策会議等（第27条～第29条）
消費者基本法の一部を改正する法律（平成16年
法律第70号）附則

第一章　総則

（目　的）
第一条　この法律は、消費者と事業者との間の
情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかん
がみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、
消費者の権利の尊重及びその自立の支援その
他基本理念を定め、国、地方公共団体及び事
業者の責務等を明らかにするとともに、その
施策の基本となる事項を定めることにより、
消費者の利益の擁護及び増進に関する総合
的な施策の推進を図り、もって国民の消費生
活の安定及び向上を確保することを目的とす
る。

（基本理念）
第二条　消費者の利益の擁護及び増進に関する
総合的な施策（以下「消費者政策」という。）
の推進は、国民の消費生活における基本的な
需要が満たされ、その健全な生活環境が確保
される中で、消費者の安全が確保され、商品
及び役務について消費者の自主的かつ合理的
な選択の機会が確保され、消費者に対し必要
な情報及び教育の機会が提供され、消費者の
意見が消費者政策に反映され、並びに消費者
に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済
されることが消費者の権利であることを尊重

するとともに、消費者が自らの利益の擁護及
び増進のため自主的かつ合理的に行動するこ
とができるよう消費者の自立を支援すること
を基本として行わなければならない。
２　消費者の自立の支援に当たっては、消費者
の安全の確保等に関して事業者による適正な
事業活動の確保が図られるとともに、消費者
の年齢その他の特性に配慮されなければなら
ない。
３　消費者政策の推進は、高度情報通信社会の
進展に的確に対応することに配慮して行わな
ければならない。
４　消費者政策の推進は、消費生活における国
際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保
しつつ行わなければならない。
５　消費者政策の推進は、環境の保全に配慮し
て行わなければならない。

（国の責務）
第三条　国は、経済社会の発展に即応して、前
条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援
その他の基本理念にのっとり、消費者政策を
推進する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第四条　地方公共団体は、第二条の消費者の
権利の尊重及びその自立の支援その他の基本
理念にのっとり、国の施策に準じて施策を講
ずるとしもに、当該地域の社会的、経済的状
況に応じた消費者政策を推進する責務を有す
る。

（事業者の責務等）
第五条　事業者は、第二条の消費者の権利の尊
重及びその自立の支援その他の基本理念にか
んがみ、その供給する商品及び役務について、
次に掲げる責務を有する。
　一　消費者の安全及び消費者との取引におけ
る公正を確保すること。

　二　消費者に対し必要な情報を明確かつ平易
に提供すること。

　三　消費者との取引に際して、消費者の知識、
経験及び財産の状況等に配慮すること。

　四　消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅
速に処理するために必要な体制の整備等に
努め、当該苦情を適切に処理すること。

　五　国又は地方公共団体が実施する消費者政
策に協力すること。

２　事業者は、その提供する商品及び役務に関
し環境の保全に配慮するとともに、当該商品
及び役務について品質等を向上させ、その事
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業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成す
ること等により消費者の信頼を確保するよう
努めなければならない。

第六条　事業者団体は、事業者の自主的な取組
を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じ
た苦情の処理の体制の整備、事業者自らがそ
の事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支
援その他の消費者の信頼を確保するための自
主的な活動に努めるものとする。

第七条　消費者は、自ら進んで、その消費生活
に関して、必要な知識を修得し、及び必要な
情報を収集する等自主的かつ合理的に行動す
るよう努めなければならない。
２　消費者は、消費生活に関し、環境の保全及
び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう
努めなければならない。

第八条　消費者団体は、消費生活に関する情報
の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に
対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及
び救済のための活動その他消費者の消費生活
の安定及び向上を図るための健全かつ自主的
な活動に努めるものとする。

（消費者基本計画）
第九条　政府は、消費者政策の計画的な推進を
図るため、消費者政策の推進に関する基本的
な計画（以下「消費者基本計画」という。）
を定めなければならない。
２　消費者基本計画は、次に掲げる事項につい
て定めるものとする。
　一　長期的に講ずべき消費者政策の大綱
　二　前号に掲げるもののほか、消費者政策の
計画的な推進を図るために必要な事項

３　内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につ
き閣議の決定を求めなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の
決定があったときは、遅滞なく、消費者基本
計画を公表しなければならない。
５　前二項の規定は、消費者基本計画の変更に
ついて準用する。

（法制上の措置等）
第十条　国は、この法律の目的を達成するため、
必要な関係法令の制定又は改正を行わなけれ
ばならない。
２　政府は、この法律の目的を達成するため、
必要な財政上の措置を講じなければならな
い。

第二章　基本的施策

（安全の確保）
第十一条　国は、国民の消費生活における安全
を確保するため、商品及び役務についての必
要な基準の整備及び確保、安全を害するおそ
れがある商品の事業者による回収の促進、安
全を害するおそれがある商品及び役務に関す
る情報の収集及び提供等必要な施策を講ずる
ものとする。

（消費者契約の適正化等）
第十二条　国は、消費者と事業者との間の適正
な取引を確保するため、消費者との間の契約
の締結に際しての事業者による情報提供及び
勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要
な施策を講ずるものとする。

（計量の適正化）
第十三条　国は、消費者が事業者との間の取引
に際し計量につき不利益をこうむることがな
いようにするため、商品及び役務について適
正な計量の実施の確保を図るために必要な施
策を講ずるものとする。

（規格の適正化）
第十四条　国は、商品の品質の改善及び国民の
消費生活の合理化に寄与するため、商品及び
役務について、適正な規格を整備し、その普
及を図る等必要な施策を講ずるものとする。
２　前項の規定による規格の整備は、技術の進
歩、消費生活の向上等に応じて行うものとす
る。

（広告その他の表示の適正化）
第十五条　国は、消費者が商品の購入若しくは
使用又は役務の利用に際しその選択等を誤る
ことがないようにするため、商品及び役務に
ついて、品質等に関する広告その他の表示に
関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告そ
の他の表示を規制する等必要な思索を講ずる
ものとする。

（公正自由な競争の促進等）
第十六条　国は、商品及び役務について消費者
の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図
るため、公正かつ自由な競争を促進するため
に必要な施策を講ずるものとする。
２　国は、国民の消費生活において重要度の高
い商品及び役務の価格等であってその形成に
つき決定、認可その他の措置が必要とされる
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ものについては、これらの措置を講ずるに当
たり、消費者に与える影響を十分に考慮する
よう努めるものとする。

（啓発活動及び教育の推進）
第十七条　国は、消費者の自立を支援するため、
消費生活に関する知識の普及及び情報の提供
等消費者に対する啓発活動を推進するととも
に、消費者が生涯にわたって消費生活につい
て学習する機会があまねく求められている状
況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その
他様々な場を通じて消費生活に関する教育を
充実する等必要な施策を講ずるものとする。
２　地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、
当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策
を講ずるよう努めなければならない。

（意見の反映及び透明性の確保）
第十八条　国は、適正な消費者施策の推進に資
するため、消費生活に関する消費者等の意見
を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透
明性を確保するための制度を整備する等必要
な施策を講ずるものとする。

（苦情処理及び紛争解決の促進）
第十九条　地方公共団体は、商品及び役務に関
し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門
的知見に基づいて適切かつ迅速に処理される
ようにするため、苦情の処理のあっせん等に
努めなければならない。この場合において、
都道府県は、市町村（特別区を含む）との連
携を図りつつ、主として高度の専門性又は広
域の見地への配慮を必要とする苦情の処理の
あっせん等を行うものとするとともに、多様
な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努め
なければならない。
２　国及び都道府県は、商品及び役務に関し事
業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知
見に基づいて適切かつ迅速に処理されるよう
にするため、人材の確保及び資質の向上その
他の必要な施策（都道府県にあっては、前項
に規定するものを除く。）を講ずるよう努め
なければならない。
３　国及び都道府県は、商品及び役務に関し事
業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知
見に基づいて適切かつ迅速に解決されるよう
にするために必要な施策を講ずるよう努めな
ければならない。

（高度情報通信社会の進展への的確な対応）
第二十条　国は、消費者の年齢その他の特性に

配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な
取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教
育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に
当たって高度情報通信社会の進展に的確に対
応するために必要な施策を講ずるものとする。

（国際的な連携の確保）
第二十一条　国は、消費生活における国際化の
進展に的確に対応するため。国民の消費生活
における安全及び消費者と事業者との間の適
正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促
進等に当たって国際的な連携を確保する等必
要な施策を講ずるものとする。

（環境の保全への配慮）
第二十二条　国は、商品又は役務の品質等に関
する広告等に関する広告その他の表示の適正
化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推
進に当たって環境の保全に配慮するために必
要な施策を講ずるものとする。

（試験、検査等の施設の整備等）
第二十三条　国は、消費者施策の実効を確保す
るため、商品の試験、検査等を行う施設を整
備し、役務についての調査研究等を行うとと
もに、必要に応じて試験、検査、調査研究等
の結果を公表する等必要な施策を講ずるもの
とする。

第三章　行政機関等

（行政組織の整備及び行政運営の改善）
第二十四条　国及び地方公共団体は、消費者施
策の推進につき、総合的見地に立った行政組
織の整備及び行政運営の改善に努めなければ
ならない。

（国民生活センターの役割）
第二十五条　独立行政法人国民生活センター
は、国及び地方公共団体の関係機関、消費者
団体等と連携し、国民の消費生活に関する情
報の収集及び提供、事業者と消費者との間に
生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に
係る相談、消費者からの苦情等に関する商品
についての試験、検査等及び役務についての
調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等
における中核的な機関として積極的な役割を
果すものとする。

（消費者団体の自主的な活動の促進）
第二十六条　国は、国民の消費生活の安定及び
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向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主
的な活動が促進されるよう必要な施策を講ず
るものとする。

第四章　消費者政策会議等

（消費者政策会議）
第二十七条　内閣府に、消費者政策会議（以下
「会議」という。）を置く。
２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
　一　消費者基本計画の案を作成する。
　二　前号に掲げるもののほか、消費者政策の
推進に関する基本的事項の企画に関して審
議するとともに、消費者政策の実施を推進
し、並びにその実施の状況を検証し、評価
し、及び監視すること。

３　会議は、消費者基本計画の案を作成しよう
とするときは、国民生活審議会の意見を聴か
なければならない。

第二十八条　会議は、会長及び委員をもって組
織する。
２　会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
３　委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長
及び内閣府設置法（平成十一年法律第八十九
号）第九条第一項に規定する特命担当大臣の
うちから、内閣総理大臣が任命する。
４　会議に、幹事を置く。
５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、
内閣総理大臣が任命する。
６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及
び委員を助ける。
７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及
び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

（国民生活審議会）
第二十九条　消費者政策の推進に関する基本的
事項の調査審議については、この法律による
ほか、内閣府設置法第三十八条の定めるとこ
ろにより、国民生活審議会において行うもの
とする。

消費者保護基本法の一部を改正する法律（平成
16年法律第70号）附則

（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。

（検　討）
２　消費者政策の在り方については、この法律

の施行後五年を目途として検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる
ものとする。

３　（抄）
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●消費者安全法

目次
第一章　総則（第一条―第五条）
第二章　基本方針（第六条・第七条）
第三章　消費生活相談等
第一節　消費生活相談等の事務の実施
　　　　（第八条・第九条）
第二節　消費生活センターの設置等
　　　　（第十条・第十一条）
第四章　消費者事故等に関する情報の集約等
　　　　（第十二条－第十四条）
第五章　消費者被害の発生又は拡大の防止のた
　　　　めの措置
　　　　（第十五条－第二十二条）
第六章　雑則（第二十三条－第二十六条）
第七章　罰則（第二十七条－第三十条）
附則

第一章　総則

（目　的）
第一条　この法律は、消費者の消費生活におけ
る被害を防止し、その安全を確保するため、
内閣総理大臣による基本方針の策定につい
て定めるとともに、都道府県及び市町村によ
る消費生活相談等の事務の実施及び消費生活
センターの設置、消費者事故等に関する情報
の集約等、消費者被害の発生又は拡大の防止
のための措置その他の措置を講ずることによ
り、関係法律による措置と相まって、消費者
が安心して安全で豊かな消費生活を営むこと
ができる社会の実現に寄与することを目的と
する。

（定　義）
第二条　この法律において「消費者」とは、個
人（商業、工業、金融業その他の事業を行う
場合におけるものを除く。）をいう。
２　この法律において「事業者」とは、商業、
工業、金融業その他の事業を行う者（個人に
あっては、当該事業を行う場合におけるもの
に限る。）をいう。
３　この法律において「消費者安全の確保」と
は、消費者の消費生活における被害を防止し、
その安全を確保することをいう。
４　この法律において「消費安全性」とは、商
品等（事業者がその事業として供給する商品
若しくは製品又は事業者がその事業のために
提供し、利用に供し、若しくは事業者がその
事業として若しくはその事業のために提供す

る役務に使用する物品、施設若しくは工作物
をいう。以下同じ。）又は役務（事業者がそ
の事業として又はその事業のために提供する
ものに限る。以下同じ。）の特性、それらの
通常予見される使用（飲食を含む。）又は利
用（以下「使用等」という。）の形態その他
の商品等又は役務に係る事情を考慮して、そ
れらの消費者による使用等が行われる時にお
いてそれらの通常有すべき安全性をいう。
５　この法律において「消費者事故等」とは、
次に掲げる事故又は事態をいう。
　一　事業者がその事業として供給する商品若
しくは製品、事業者がその事業のために提
供し若しくは利用に供する物品、施設若し
くは工作物又は事業者がその事業として若
しくはその事業のために提供する役務の消
費者による使用等に伴い生じた事故であっ
て、消費者の生命又は身体について政令で
定める程度の被害が発生したもの（その事
故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠
くことにより生じたものでないことが明ら
かであるものを除く。）

　二　消費安全性を欠く商品等又は役務の消費
者による使用等が行われた事態であって、
前号に掲げる事故が発生するおそれがある
ものとして政令で定める要件に該当するも
の

　三　前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は
誇大な広告その他の消費者の利益を不当に
害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選
択を阻害するおそれがある行為であって政
令で定めるものが事業者により行われた事
態

６　この法律において「重大事故等」とは、次
に掲げる事故又は事態をいう。
　一　前項第一号に掲げる事故のうち、その被
害が重大であるものとして政令で定める要
件に該当するもの

　二　前項第二号に掲げる事態のうち、前号に
掲げる事故を発生させるおそれがあるもの
として政令で定める要件に該当するもの

（基本理念）
第三条　消費者安全の確保に関する施策の推進
は、専門的知見に基づき必要とされる措置の
迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等
の発生及び消費者事故等による被害の拡大を
防止することを旨として、行われなければな
らない。
２　消費者安全の確保に関する施策の推進は、
事業者による適正な事業活動の確保に配慮
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しつつ、消費者の需要の高度化及び多様化そ
の他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、
消費者の利便の増進に寄与することを旨とし
て、行われなければならない。
３　消費者安全の確保に関する施策の推進は、
国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方
公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮さ
れるように行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第四条　国及び地方公共団体は、前条に定める
基本理念（以下この条において「基本理念」
という。）にのっとり、消費者安全の確保に
関する施策を総合的に策定し、及び実施する
責務を有する。
２　国及び地方公共団体は、消費者安全の確保
に関する施策の推進に当たっては、基本理念
にのっとり、消費生活について専門的な知識
及び経験を有する者の能力を活用するよう努
めなければならない。
３　国及び地方公共団体は、消費者安全の確保
に関する施策の推進に当たっては、基本理念
にのっとり、消費者の意見を反映させるため
に必要な措置その他の措置を講ずることによ
り、その過程の透明性を確保するよう努めな
ければならない。
４　国及び地方公共団体は、消費者安全の確保
に関する施策の推進に当たっては、基本理念
にのっとり、施策効果（当該施策に基づき実
施し、又は実施しようとしている行政上の一
連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び
行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込ま
れる影響をいう。第六条第二項第四号におい
て同じ。）の把握及びこれを基礎とする評価
を行った上で、適時に、かつ、適切な方法に
より検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
５　国及び地方公共団体は、消費者安全の確
保に関する施策の推進に当たっては、基本
理念にのっとり、独立行政法人国民生活セン
ター（以下「国民生活センター」という。）、
第十条第三項に規定する消費生活センター、
都道府県警察、消防機関（消防組織法（昭和
二十二年法律第二百二十六号）第九条各号に
掲げる機関をいう。）、保健所、病院、消費者
団体その他の関係者の間の緊密な連携が図ら
れるよう配慮しなければならない。
６　国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活
動その他の活動を通じて、消費者安全の確保
に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力
を得るよう努めなければならない。

（事業者等の努力）
第五条　事業者及びその団体は、消費者安全の
確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共
団体が実施する消費者安全の確保に関する施
策に協力するよう努めなければならない。
２　消費者は、安心して安全で豊かな消費生活
を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動す
ることが重要であることにかんがみ、事業者
が供給し、及び提供する商品及び製品並びに
役務の品質又は性能、事業者と締結すべき契
約の内容その他の消費生活にかかわる事項に
関して、必要な知識を修得し、及び必要な情
報を収集するよう努めなければならない。

第二章　基本方針

（基本方針の策定）
第六条　内閣総理大臣は、消費者安全の確保に
関する基本的な方針（以下「基本方針」とい
う。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。
　一　消費者安全の確保の意義に関する事項
　二　消費者安全の確保に関する施策に関する
基本的事項

　三　他の法律（これに基づく命令を含む。以
下同じ。）の規定に基づく消費者安全の確
保に関する措置の実施についての関係行政
機関との連携に関する基本的事項

　四　消費者安全の確保に関する施策の施策効
果の把握及びこれを基礎とする評価に関す
る基本的事項

　五　前各号に掲げるもののほか、消費者安全
の確保に関する重要事項

３　基本方針は、消費者基本法（昭和四十三年
法律第七十八号）第九条第一項に規定する消
費者基本計画との調和が保たれたものでなけ
ればならない。
４　内閣総理大臣は、基本方針を定めようとす
るときは、あらかじめ、消費者その他の関係
者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、
及び消費者政策委員会の意見を聴かなければ
ならない。
５　内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
６　前二項の規定は、基本方針の変更について
準用する。

（都道府県知事による提案）
第七条　都道府県知事は、消費者安全の確保に
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関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に
対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を
通じて得られた知見に基づき、基本方針の変
更についての提案（以下この条において「変
更提案」という。）をすることができる。こ
の場合においては、当該変更提案に係る基本
方針の変更の案を添えなければならない。
２　内閣総理大臣は、変更提案がされた場合に
おいて、消費者政策委員会の意見を聴いて、
当該変更提案を踏まえた基本方針の変更（変
更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全
部又は一部を実現することとなる基本方針の
変更をいう。次項において同じ。）をする必
要があると認めるときは、遅滞なく、基本方
針の変更をしなければならない。
３　内閣総理大臣は、変更提案がされた場合に
おいて、消費者政策委員会の意見を聴いて、
当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をす
る必要がないと認めるときは、遅滞なく、そ
の旨及びその理由を当該変更提案をした都道
府県知事に通知しなければならない。

第三章　消費生活相談等

第一節　消費生活相談等の事務の実施

（都道府県及び市町村による消費生活相談等事
務の実施）
第八条　都道府県は、次に掲げる事務を行うも
のとする。
　一　次項各号に掲げる市町村の事務の実施に
関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村
に対する技術的援助を行うこと。

　二　消費者安全の確保に関し、主として次に
掲げる事務を行うこと。
イ　事業者に対する消費者からの苦情に係
る相談のうち、その対応に各市町村の区
域を超えた広域的な見地を必要とするも
のに応じること。
ロ　事業者に対する消費者からの苦情の処
理のためのあっせんのうち、その実施に
各市町村の区域を超えた広域的な見地を
必要とするものを行うこと。
ハ　消費者事故等の状況及び動向を把握す
るために必要な調査又は分析であって、
専門的な知識及び技術を必要とするもの
を行うこと。
ニ　各市町村の区域を超えた広域的な見地
から、消費者安全の確保のために必要な
情報を収集し、及び住民に対し提供する
こと。

　三　市町村との間で消費者事故等の発生に関
する情報を交換すること。

　四　前三号に掲げる事務に附帯する事務を行
うこと。

２　市町村は、次に掲げる事務を行うものとす
る。
　一　消費者安全の確保に関し、事業者に対す
る消費者からの苦情に係る相談に応じるこ
と。

　二　消費者安全の確保に関し、事業者に対す
る消費者からの苦情の処理のためのあっせ
んを行うこと。

　三　消費者安全の確保のために必要な情報を
収集し、及び住民に対し提供すること。

　四　都道府県との間で消費者事故等の発生に
関する情報を交換すること。

　五　前各号に掲げる事務に附帯する事務を行
うこと。

（国及び国民生活センターの援助）
第九条　国及び国民生活センターは、都道府県
及び市町村に対し、前条第一項各号及び第二
項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提
供その他の必要な援助を行うものとする。

第二節　消費生活センターの設置等

（消費生活センターの設置）
第十条　都道府県は、第八条第一項各号に掲げ
る事務を行うため、次に掲げる要件に該当す
る施設又は機関を設置しなければならない。
　一　第八条第一項第二号イの相談について専
門的な知識及び経験を有する者を同号イ及
びロに掲げる事務に従事させるものである
こと。

　二　第八条第一項各号に掲げる事務の効率的
な実施のために適切な電子情報処理組織そ
の他の設備を備えているものであること。

　三　その他第八条第一項各号に掲げる事務を
適切に行うために必要なものとして政令で
定める基準に適合するものであること。

２　市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号
に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に
該当する施設又は機関を設置するよう努めな
ければならない。
　一　第八条第二項第一号の相談について専門
的な知識及び経験を有する者を同号及び同
項第二号に掲げる事務に従事させるもので
あること。

　二　第八条第二項各号に掲げる事務の効率的
な実施のために適切な電子情報処理組織そ
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の他の設備を備えているものであること。
　三　その他第八条第二項各号に掲げる事務を
適切に行うために必要なものとして政令で
定める基準に適合するものであること。

３　都道府県知事又は市町村長は、第一項又は
前項の施設又は機関（以下「消費生活センタ
ー」という。）を設置したときは、遅滞なく、
その名称及び住所その他内閣府令で定める事
項を公示しなければならない。

（消費生活センターの事務に従事する人材の確
保等）
第十一条　都道府県及び消費生活センターを設
置する市町村は、消費生活センターに配置さ
れた相談員（前条第一項第一号又は第二項第
一号に規定する者をいう。以下この条におい
て同じ。）の適切な処遇、研修の実施、専任
の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、
相談員その他の消費生活センターの事務に従
事する人材の確保及び資質の向上を図るよう
努めるものとする。

第四章　消費者事故等に関する情報の集約等

（消費者事故等の発生に関する情報の通知）
第十二条　行政機関の長、都道府県知事、市町
村長及び国民生活センターの長は、重大事故
等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、
内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるとこ
ろにより、その旨及び当該重大事故等の概要
その他内閣府令で定める事項を通知しなけれ
ばならない。
２　行政機関の長、都道府県知事、市町村長及
び国民生活センターの長は、消費者事故等（重
大事故等を除く。）が発生した旨の情報を得
た場合であって、当該消費者事故等の態様、
当該消費者事故等に係る商品等又は役務の
特性その他当該消費者事故等に関する状況に
照らし、当該消費者事故等による被害が拡大
し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類
似の消費者事故等が発生するおそれがあると
認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府
令で定めるところにより、当該消費者事故等
が発生した旨及び当該消費者事故等の概要そ
の他内閣府令で定める事項を通知するものと
する。
３　前二項の規定は、その通知をすべき者が次
の各号のいずれかに該当するときは、適用し
ない。
　一　次のイからニまでに掲げる者であって、
それぞれイからニまでに定める者に対し、

他の法律の規定により、当該消費者事故等
の発生について通知し、又は報告しなけれ
ばならないこととされているもの

　　イ　行政機関の長内閣総理大臣
　　ロ　都道府県知事行政機関の長
　　ハ　市町村長行政機関の長又は都道府県知事
　　ニ　国民生活センターの長行政機関の長
　二　前二項の規定により内閣総理大臣に対し
消費者事故等の発生に係る通知をしなけれ
ばならないこととされている他の者から当
該消費者事故等の発生に関する情報を得た
者（前号に該当する者を除く。）

　三　前二号に掲げる者に準ずるものとして内
閣府令で定める者（前二号に該当する者を
除く。）

４　第一項又は第二項の場合において、行政機
関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生
活センターの長が、これらの規定による通知
に代えて、内閣総理大臣及び当該通知をしな
ければならないこととされている者が電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）
を利用して同一の情報を閲覧することができ
る状態に置く措置であって内閣府令で定める
ものを講じたときは、当該通知をしたものと
みなす。

（消費者事故等に関する情報の集約及び分析等）
第十三条　内閣総理大臣は、前条第一項又は第
二項の規定による通知により得た情報その他
消費者事故等に関する情報が消費者安全の確
保を図るため有効に活用されるよう、迅速か
つ適確に、当該情報の集約及び分析を行い、
その結果を取りまとめるものとする。
２　内閣総理大臣は、前項の規定により取りま
とめた結果を、関係行政機関、関係地方公共
団体及び国民生活センターに提供するととも
に、消費者政策委員会に報告するものとする。
３　内閣総理大臣は、第一項の規定により取り
まとめた結果の概要を公表しなければならな
い。

（関係行政機関の協力等）
第十四条　内閣総理大臣は、前条第一項の規定
による情報の集約及び分析並びにその結果の
取りまとめを行うため必要があると認めると
きは、関係行政機関の長、関係地方公共団体
の長、国民生活センターの長その他の関係者
に対し、資料の提供、意見の表明、消費者事
故等の原因の究明のために必要な調査、分析
又は検査の実施その他の協力を求めることが
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できる。
２　内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又
は消費者事故等による被害の拡大の防止を図
るため必要があると認めるときは、関係都道
府県知事又は関係市町村長に対し、消費者事
故等に関して必要な報告を求めることができ
る。

第五章　消費者被害の発生又は拡大の防止のた
　めの措置

（消費者への注意喚起）
第十五条　内閣総理大臣は、第十二条第一項又
は第二項の規定による通知を受けた場合その
他消費者事故等の発生に関する情報を得た場
合において、当該消費者事故等による被害の
拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類
似の消費者事故等の発生（以下「消費者被害
の発生又は拡大」という。）の防止を図るた
め消費者の注意を喚起する必要があると認め
るときは、当該消費者事故等の態様、当該消
費者事故等による被害の状況その他の消費者
被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都
道府県及び市町村に提供するとともに、これ
を公表するものとする。
２　内閣総理大臣は、前項の規定による公表を
した場合においては、独立行政法人国民生活
センター法（平成十四年法律第百二十三号）
第四十四条第一項の規定によるほか、国民生
活センターに対し、前項の消費者被害の発生
又は拡大の防止に資する情報の消費者に対す
る提供に関し必要な措置をとることを求める
ことができる。
３　独立行政法人国民生活センター法第四十四
条第二項の規定は、前項の場合について準用
する。

（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する
要求）
第十六条　内閣総理大臣は、第十二条第一項又
は第二項の規定による通知を受けた場合その
他消費者事故等の発生に関する情報を得た場
合において、消費者被害の発生又は拡大の防
止を図るために実施し得る他の法律の規定に
基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生
又は拡大の防止を図るため、当該措置が速や
かに実施されることが必要であると認めると
きは、当該措置の実施に関する事務を所掌す
る大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求
めることができる。
２　内閣総理大臣は、前項の規定により同項の

措置の速やかな実施を求めたときは、同項の
大臣に対し、その措置の実施状況について報
告を求めることができる。

（事業者に対する勧告及び命令）
第十七条　内閣総理大臣は、商品等又は役務が
消費安全性を欠くことにより重大事故等が発
生した場合（当該重大事故等による被害の拡
大又は当該重大事故等とその原因を同じくす
る重大事故等の発生（以下「重大消費者被害
の発生又は拡大」という。）の防止を図るた
めに実施し得る他の法律の規定に基づく措置
がある場合を除く。）において、重大消費者
被害の発生又は拡大の防止を図るため必要が
あると認めるときは、当該商品等（当該商品
等が消費安全性を欠く原因となった部品、製
造方法その他の事項を共通にする商品等を含
む。以下この項において同じ。）又は役務を
供給し、提供し、又は利用に供する事業者に
対し、当該商品等又は役務につき、必要な点
検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役
務の提供の方法の改善その他の必要な措置を
とるべき旨を勧告することができる。
２　内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を
受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧
告に係る措置をとらなかった場合において、
重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図る
ため特に必要があると認めるときは、当該事
業者に対し、その勧告に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。
３　内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又
は拡大の防止を図るために他の法律の規定に
基づく措置が実施し得るに至ったことその他
の事由により前項の命令の必要がなくなった
と認めるときは、同項の規定による命令を変
更し、又は取り消すものとする。
４　内閣総理大臣は、第二項の規定による命令
をしようとするとき又は前項の規定による命
令の変更若しくは取消しをしようとするとき
は、あらかじめ、消費者政策委員会の意見を
聴かなければならない。
５　内閣総理大臣は、第二項の規定による命令
をしたとき又は第三項の規定による命令の変
更若しくは取消しをしたときは、その旨を公
表しなければならない。

（譲渡等の禁止又は制限）
第十八条　内閣総理大臣は、商品等が消費安全
性を欠くことにより重大事故等が発生し、か
つ、当該重大事故等による被害が拡大し、又
は当該重大事故等とその原因を同じくする重
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大事故等が発生する急迫した危険がある場合
（重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図
るために実施し得る他の法律の規定に基づく
措置がある場合を除く。）において、重大消
費者被害の発生又は拡大を防止するため特に
必要があると認めるときは、必要な限度にお
いて、六月以内の期間を定めて、当該商品等
（当該商品等が消費安全性を欠く原因となっ
た部品、製造方法その他の事項を共通にする
商品等を含む。）を事業として又は事業のた
めに譲渡し、引き渡し、又は役務に使用する
ことを禁止し、又は制限することができる。
２　内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又
は拡大の防止を図るために他の法律の規定に
基づく措置が実施し得るに至ったことその他
の事由により前項の禁止又は制限の必要がな
くなったと認めるときは、同項の規定による
禁止又は制限の全部又は一部を解除するもの
とする。
３　内閣総理大臣は、第一項の規定による禁止
若しくは制限をしようとするとき又は前項の
規定による禁止若しくは制限の全部若しくは
一部の解除をしようとするときは、あらかじ
め、消費者政策委員会の意見を聴かなければ
ならない。
４　第一項の規定による禁止若しくは制限又は
第二項の規定による禁止若しくは制限の全部
若しくは一部の解除は、内閣府令で定めると
ころにより、官報に告示して行う。

（回収等の命令）
第十九条　内閣総理大臣は、事業者が前条第一
項の規定による禁止又は制限に違反した場合
においては、当該事業者に対し、禁止又は制
限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品又
は製品の回収を図ることその他当該商品等に
よる重大消費者被害の発生又は拡大を防止す
るため必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。

（消費者政策委員会の意見）
第二十条　消費者政策委員会は、内閣総理大臣
に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に
関し必要な意見を述べることができる。

（都道府県知事による要請）
第二十一条　都道府県知事は、当該都道府県の
区域内における消費者被害の発生又は拡大の
防止を図るため必要があると認めるときは、
内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に
関し必要な措置の実施を要請することができ

る。この場合においては、当該要請に係る措
置の内容及びその理由を記載した書面を添え
なければならない。
２　内閣総理大臣は、前項の規定による要請（以
下この条において「措置要請」という。）を
受けた場合において、消費者被害の発生又は
拡大の防止を図るために実施し得る他の法律
の規定に基づく措置があるときは、当該措置
の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の
書面を回付しなければならない。
３　前項の規定による回付を受けた大臣は、内
閣総理大臣に対し、当該措置要請に係る措置
の内容の全部又は一部を実現することとなる
措置を実施することとするときはその旨を、
当該措置要請に係る措置の内容の全部又は
一部を実現することとなる措置を実施する必
要がないと認めるときはその旨及びその理由
を、遅滞なく、通知しなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による通知を
受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該
措置要請をした都道府県知事に通知しなけれ
ばならない。

（報告、立入調査等）
第二十二条　内閣総理大臣は、この法律の施行
に必要な限度において、事業者に対し、必要
な報告を求め、その職員に、当該事業者の事
務所、事業所その他その事業を行う場所に立
ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又
は調査に必要な限度において当該事業者の供
給する物品を集取させることができる。ただ
し、物品を集取させるときは、時価によって
その対価を支払わなければならない。
２　前項の規定により立入調査、質問又は集取
をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があるときは、これを提示
しなければならない。
３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のた
めに認められたものと解釈してはならない。

第六章　雑則

（権限の委任）
第二十三条　内閣総理大臣は、前条第一項の規
定による権限その他この法律の規定による権
限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁
長官に委任する。
２　前項の規定により消費者庁長官に委任され
た前条第一項の規定による権限に属する事務
の一部は、政令で定めるところにより、都道
府県知事又は消費生活センターを置く市町村
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の長が行うこととすることができる。

（事務の区分）
第二十四条　前条第二項の規定により地方公共
団体が処理することとされている事務は、地
方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二条第九項第一号に規定する第一号法定受託
事務とする。

（内閣府令への委任）
第二十五条　この法律に定めるもののほか、こ
の法律の実施のため必要な事項は、内閣府令
で定める。

（経過措置）
第二十六条　この法律の規定に基づき命令を制
定し、又は改廃する場合においては、その命
令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要
と判断される範囲内において、所要の経過措
置（罰則に関する経過措置を含む。）を定め
ることができる。

第七章　罰則

第二十七条　次の各号のいずれかに該当する者
は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
　一　第十八条第一項の規定による禁止又は制
限に違反した者

　二　第十九条の規定による命令に違反した者

第二十八条　第十七条第二項の規定による命
令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは
百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十九条　第二十二条第一項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による立入調査若しくは集取を拒
み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし
た者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十条　法人の代表者又は法人若しくは人の
代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規
定の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人に対して当該各号に定める罰
金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科
する。
　一　第二十七条及び第二十八条一億円以下の
罰金刑

　二　前条同条の罰金刑

　　附則
（施行期日）
１　この法律は、消費者庁設置法（平成二十年
法律第号）の施行の日から施行する。
（検討）
２　政府は、この法律の施行後五年を経過した
場合において、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
（地方自治法の一部改正）
３　地方自治法の一部を次のように改正する。
　　別表第一に次のように加える。
　消費者安全法（平成二十年法律第号）第
二十三条第二項の規定により地方公共団体
が処理することとされている事務
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●用語解説

地域包括支援センター（Ｐ３）
高齢者が地域で生活していくために心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医
療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域において相談を受けた
り支援を行ったりする拠点

マルチ商法（Ｐ４）
商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員
にし、会員を増やしながら商品を販売する商法

ＳＦ商法（催眠商法ともいう）（Ｐ４）
チラシや景品などで通行人などを会場に呼び込み、景品を無料で配ったり、巧みな
話術で雰囲気を盛り上げ、会場を興奮状態にさせて、冷静な判断力を失わせてから、
高価な商品を買わせる商法

多重債務（Ｐ５）
複数の信販・クレジット会社、消費者金融などから借入れをし、その返済が困難ま
たは、不可能な状態にあること。

あっせん（Ｐ６）
単に相手方に苦情を取り次ぐだけでなく、相談者が自力で解決することが困難であ
る場合は、消費者センターが積極的に介在し、解決されるまで事業者などと交渉する
こと。

国民生活センター（Ｐ９）
私たちの暮らしをよりよくするために、全国の消費生活センターなどと情報ネット
ワークの中核業務や、消費生活の情報、中立・公正な立場での消費者相談・苦情処理、
商品テスト、消費生活相談員の養成、調査研究などを実施する機関

ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワーク）（Ｐ９）
国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費生活に関
する苦情相談情報などの収集を行っているシステム

南越・丹生地区消費者行政情報ネットワーク（Ｐ９）
「南越地区消費者行政連絡会」と「鯖丹消費者行政連絡会」を統合し、より広域的な
消費者行政に対応するための情報ネットワーク

福井県金融広報委員会（Ｐ１０）
健全で合理的な家計運営のために、中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融、経済、
年金、生命保険、生活設計などの情報を提供している機関
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●越前市消費者センター案内
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